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定期報告等の項目を含むサービス商品類型の認定基準書について 

 

公益財団法人日本環境協会 

エコマーク事務局 

 

１．改定の経緯、概要 

エコマーク商品の認定後の基準適合状況の確認については、これまでサンプリングに

よる監査（現地 or オンライン）、製品試験や定期報告などを実施してきたが、

ISO/IEC17065 に基づくサーベイランス（再評価）のプロセスを開始したことに伴い、

これまでサービス商品類型の認定基準書に記載してきた定期報告の内容をサーベイラン

スのプロセスに集約して、統一的に管理することとしたい。併せて、商品類型間で異な

っていた文章の表現や記載の箇所を可能な限り合わせるよう修正を行う。 

 

２．対象となる商品類型 

以下の商品類型における該当記載部分も同様に改定する。 

類型番号 商品類型名 

501 小売店舗（Version2.2） 

503 ホテル・旅館（Version2.2） 

505 飲食店（Version1.2） 

509 商業施設（Version1.1） 

511 テイクアウト・デリバリー店舗（Version1.1） 

512 美容室（Version1.0） 

 

３．改定箇所 （変更箇所：赤字部分） 

エコマーク商品類型 No.505「飲食店 Version1.2」の例 

4．認定の基準と証明方法 

 審査時の現地確認に関する記述は、当該章節の【各項目共通の証明方法】の中で言及す

るよう変更する（商品類型によって書いてある箇所が統一されていなかったための改定）。

また、文章の表現を可能な限り商品類型間で合わせるよう修正する。 
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【各項目共通の証明方法】 

 各基準項目への適合の証明については、付属証明書の提出とともに、解説などを参

考にして基準を満たすことが証明できる資料、写真、説明文書などを提出すること。 

 実施状況の確認のため、審査時に現地確認(オンラインを含む)を行う。複数の店舗

をまとめて申し込む場合は、共通の運営手法を主導する管理部門(本部など)、およ

び申込店舗のうち代表店舗を対象に行う。 

 基準項目への適合可否は、基準本文や解説に特に明記がない限り、実施の有無で判

断する(取り組みの程度は問わない)。 

 原則として、基準への適合は実績で評価する。なお、新規店舗などで実績を把握で

きない場合は、具体的な計画(実効性を裏付ける資料や文書など)を提出し、達成状

況を後日報告することを条件に評価する。 

 チェーン店として複数店舗をまとめて申し込む場合は、原則として、共通のオペレ

ーションで達成されているか否かを確認する。ただし、個店毎に証明できる場合に

はこの限りではない。 

 

5. 申込区分、表示など 

(1) 申込区分(申込単位)は、1 店舗毎またはチェーン店(本部が定めた方針やマニュアルな 

どに従い共通した取り組みを行っている複数の店舗)毎とする。チェーン店で複数の店

舗をまとめて申し込む場合、申込者は申し込みの対象となる店舗を予め設定すること。 

 

(2) エコマークの表示方法は、別途定める「飲食店認定基準におけるエコマークの表示方

法」に従うこと。下記に「エコマーク基本ロゴ＋ピクトグラム」および「エコマーク基

本ロゴのみ」の表示例を示す。 

 

【表示例】 

パターン 表示例 

エコマーク 

基本ロゴ＋ 

ピクトグラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看板 

         …②(店舗名) 

            (チェーン名) 

□□□ 

…① 

5. 申込区分、表示など から移設 
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パターン 表示例 

 

 

※対応する評価カテゴリー中の獲得ポイントが3p以上のピクトグラム(評価カテゴ

リー毎の趣旨を表した図形・文字)のみ表示できる。 

 

エコマーク 

基本ロゴのみ 

 

 

 

 

 

注)①“エコマーク”の文言と、認定の対象が“店舗”であることがわかるように表示すること(基本ロゴの

みの場合は、英語表記や「飲食店」、「レストラン」などと表記することも可) 

 

② 認定店舗を特定できる“店舗名(チェーン名)”(認定店舗内で表示する場合は、看板等で明らかであ

ればマーク近傍に表示しなくてもよい)、または認定番号の表示 

また、複数店舗を経営する事業者がWEBなどでエコマークを表示する場合は、認定対象の範囲が

わかるように明示すること。(例：直営店全店で認定、認定店舗リストを別掲する など) 。 

 

 

 

(3) 審査時は、認定基準への適合を確認するために、書類審査のほか現地確認(オンライン

を含む)を実施する。チェーン展開をしている事業者の現地確認については、共通のオ

ペレーションを主導する管理部門および申込店舗のうち 1店舗以上を対象に実施する。 

 

 

 

(4) 認定後は、継続的かつ計画的に取り組みを推進し、さらに深化するように努めること。 

また、年に 1 回、定期報告書の写し(食品リサイクル法、省エネ法、容器包装リサイク

ル法などの対象事業者に該当する場合)、またはそれに準じる食品廃棄物の発生量、エ

ネルギー使用量の年間実績を提出すること。また、設備の導入計画を申請した場合は

その 進捗状況を提出すること。なお、必要に応じて現地確認やヒアリングなどを実施

する。 

 

(5) 選択項目の「その他」として認定された内容は、他事業者への参考事例としてエコマー

クウェブサイトで公表する。 

 

 

 

 

４．改定日： 2024 年 8 月 1 日 

 

  

エコマーク認定店舗…① 

□□□●●●店…② 

 

4．認定の基準と証明方法 へ移設 

エコマーク全体のサーベイランスの

プロセスに集約して統一管理 

付属証明書への記載に統一 
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補足説明 

１．サービス商品類型における「定期報告」について 

サービス商品類型については、認定取得後、1 年おきにエネルギー使用量と廃棄物量

の把握が継続して行われているかを確認するため、記録表等(定期報告書の写し)の提出

を求めていたもの。 

 

２．定期的なサーベイランス（再評価）について 

2023 年 3 月に ISO/IEC 17065 製品認証機関として認定されたことを受け、エコマー

ク商品が継続的に認定基準に適合していることを確認するため、定期的なサーベイラン

スの取り組みを始めている。①現地監査、②書面による報告徴収のいずれかの方法で実

施するもので、徴収した情報を最新の登録内容と照合し、認定基準の適合状況に問題が

ないかを確認する。なお、サーベイランスの実施は、契約に基づく調査や監査権の行使

であり、エコマークのてびきの中に規定している。 

 

エコマーク使用基本契約書より 

 

 

エコマークのてびきより 

 

https://www.ecomark.jp/pdf/contract.pdf
https://www.ecomark.jp/pdf/tebiki.pdf

